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国立大学法人和歌山大学授業料等の免除及び徴収猶予に関する細則 

                         制  定 昭和３９年 １月２９日 
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第１条 この細則は、「国立大学法人和歌山大学授業料等の免除及び徴収猶予に関する規則」

（以下「規則」という。）の実施に関する事項を定めるものとする。 

第２条 規則第３条第１項及び第３条の２第１項にいう「学業優秀」の判定は、１年次につ

いては出身学校の成績又は入試成績、２年次以上については、本学の成績をもつて判定す

る。判定基準は、別に定める。 

第３条 規則第３条第２項にいう「納付が困難な事情」の認定は、本人の属する世帯の１年

間の総収入金額から必要経費を控除し、母子世帯、父子世帯、就学者のいる世帯、その他

特別の事情がある世帯については、別に定める基準により行う。 

第４条 第２条及び第３条の実施にあたっては、学部、学環又は研究科（以下「学部等」と

いう。）の特殊事情を勘案して変更することができる。 

第５条 規則第３条、第１０条、第１４条、第１７条及び第１８条のそれぞれ申請書の受理

に際しては、担当者は必ず面接をして詳細な事情を聴取し、選考の資料としなければなら

ない。 

第６条 規則第３条第３項の申請については別紙様式１によるものとし、これに添付する書

類は、次のとおりとする。 

 (1)学生又は学生を扶養する者の居住地の市区町村長の証明する経済状況に関する証明書

並びに家計に関する調書 

(2)その他大学が必要とする書類 

２ 規則第３条の２第３項の申請については、別紙様式２によるものとし、これに添付する

書類は、次のとおりとする。 

 (1)研究科における研究内容の審査に関する書類 

 (2)その他大学が必要とする書類 

第７条 規則第４条の各期の授業料免除の申請の期日は、それぞれの期の授業料納付期限ま

での所定の日とする。 

第８条 規則第３条、第３条の２、第１０条の免除、第１３条徴収猶予及び第１７条月割分

納の許可の通知は、前期にあっては６月１５日、後期にあっては１１月３０日までに本人

に通知しなければならない。 

第９条 規則第１０条にいう免除の申請には、居住地の市区町村長の発行する具体的かつ詳

細な被害状況を説明する証明書又は死亡等を証明する書類を添付するものとする。 

 

第１０条 授業料免除の総額は、役員会にて議決された額の範囲内とする。 

第１１条 授業料の免除、徴収猶予及び分納並びに寄宿料の免除を許可したときは、学生支

援課長は、速やかに通知書を予算・決算担当役に送付しなければならない。 

   附 則 

 この細則は、昭和３９年１月２９日から施行する。 

   附 則（昭和４０年１０月１５日一部改正） 

 この改正細則は、昭和４０年１０月１５日から施行する。 
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   附 則（昭和４１年９月１１日一部改正） 

 この改正細則は、昭和４１年９月１１日から施行する。 

   附 則（昭和４３年１０月２８日一部改正） 

 この改正細則は、昭和４４年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和４５年４月１４日一部改正） 

 この改正細則は、昭和４５年４月１４日から施行する。 

   附 則（昭和４６年４月３０日一部改正） 

 この改正細則は、昭和４６年４月３０日から施行する。 

   附 則（昭和４７年４月２６日一部改正） 

 この改正細則は、昭和４７年４月２６日から施行する。 

   附 則（昭和４７年１０月７日一部改正） 

 この改正細則は、昭和４７年１０月７日から施行し、昭和４７年１０月１日から適用する。 

   附 則（昭和４８年４月２７日一部改正） 

 この改正細則は、昭和４８年４月２７日から施行する。 

   附 則（昭和４９年４月２６日一部改正） 

 この改正細則は、昭和４９年４月２６日から施行する。 

   附 則（昭和５０年４月１５日一部改正） 

 この改正細則は、昭和５０年４月２５日から施行する。 

   附 則（昭和５１年４月２８日一部改正） 

 この改正細則は、昭和５１年４月２８日から施行する。 

   附 則（昭和５２年４月２７日一部改正） 

 この改正細則は、昭和５２年４月２７日から施行する。 

   附 則（昭和５３年５月１９日一部改正） 

 この改正細則は、昭和５３年５月１９日から施行し、昭和５３年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和５４年４月２８日一部改正） 

 この改正細則は、昭和５４年４月２８日から施行する。 

   附 則（昭和５４年１１月１９日一部改正） 

 この改正細則は、昭和５４年１１月１９日から施行し、昭和５４年１０月１日から適用す

る。 

   附 則（昭和５６年６月１０日一部改正） 

 この改正細則は、昭和５６年６月１０日から施行し、昭和５６年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和５７年１月２９日一部改正） 

 この改正細則は、昭和５７年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和５９年１１月２４日一部改正） 

 この改正細則は、昭和５９年１１月２４日から施行し、昭和５９年１０月１日から適用す

る。 

   附 則（昭和６１年９月２６日一部改正） 

 この改正細則は、昭和６１年９月２６日から施行し、昭和６１年４月１日から適用する。 

   附 則（平成元年３月３日一部改正） 

 この改正細則は、平成元年３月３日から施行する。 

   附 則（平成５年１１月２６日一部改正） 
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 この改正細則は、平成５年１１月２６日から施行し、平成５年１０月１日から適用する。 

   附 則（平成７年３月２７日一部改正） 

 この改正細則は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成８年１０月１日一部改正） 

 この改正細則は、平成８年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成１０年１１月１７日一部改正） 

 この改正細則は、平成１０年１１月１７日から施行する。 

   附 則（平成１３年２月２８日一部改正） 

 この改正細則は、平成１３年２月２８日から施行し、平成１３年１月６日から適用する。 

   附 則（平成１３年３月２１日一部改正） 

 この改正細則は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１６年４月１日一部改正：法人和歌山大学規程第１４３号） 

 この改正細則は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年１０月２２日一部改正：法人和歌山大学規程第１１５３号） 

この改正細則は、平成２２年１０月２２日から施行し、平成２３年度前期授業料に係る免

除から適用する。 

附 則（平成２８年１月２９日一部改正：法人和歌山大学規程第１７２８号） 

この改正細則は、平成２８年１月２９日から施行する。 

  附 則（令和３年６月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第２３５６号） 

この改正細則は、令和３年６月２５日から施行する。 

  附 則（令和５年６月２３日一部改正：法人和歌山大学規程第２６３４号） 

この改正細則は、令和５年６月２３日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 
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別紙様式１ 

 

受付番号  

  年度  期分 授業料免除申請書 

  年  月  日 

 学        長 様 

                    

                  学部等 学生番号 

                    本人氏名             

                    現 住 所             

                    電話（携帯）番号 

            

                     

                     

 

私こと、下記理由により授業料免除の許可を受けたく、必要書類を添えて申請いたしま

す。 

ついては、免除の許可、不許可の決定がなされるまで当該授業料の徴収猶予を併せてお

願いいたします。 

ただし、免除が不許可又は半額免除が許可された場合は納付すべき授業料を大学から指

定された期日までに納付いたします。 

なお、記載事項は事実と相違ありません。 

記 

 申請理由（詳細に本人が記入してください。） 

 
                                        
 
                                        
 
                                        
 
                                        
 
                                        
 
                                        
 
                                        

 

 

 

休学歴がある場合   年  月～    年  月 休学 
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別紙様式１（留学生用） 

 

受付番号  

  年度  期分 授業料免除申請書 

  年  月  日 

 学        長 様 

                    

                  学部等 学生番号 

                    本人氏名             

                    現 住 所             

                    電話（携帯）番号 

 

私こと、下記理由により授業料免除の許可を受けたく、必要書類を添えて申請いたしま

す。  

ついては、免除の許可、不許可の決定がなされるまで当該授業料の徴収猶予を併せてお

願いいたします。  

ただし、免除が不許可又は半額免除が許可された場合は納付すべき授業料を大学から指

定された期日までに納付いたします。  

なお、記載事項は事実と相違ありません。 

 

記 

 

 申請理由（詳細に本人が記入してください。） 

 
                                        
 
                                        
 
                                        
 
                                        
 
                                        
 
                                        
 
                                        

 

 

 

休学歴がある場合   年  月～   年  月 休学 
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別記様式２ 

 

受付番号  

年度 期分 授業料免除申請書 

  年  月  日 

 学        長 様 

                              研究科 学生番号 

                                           課程・専攻 

                    本人氏名             

                    現住所 

                    電話（携帯）番号 

            

                     

                                         

 

私こと、下記理由により授業料免除の許可を受けたく、必要書類を添えて申請いたしま

す。 

 ついては、免除の許可、不許可の決定がなされるまで当該授業料の徴収猶予を併せてお

願いいたします。 

ただし、免除が不許可又は半額免除が許可された場合は納付すべき授業料を大学から指

定された期日までに納付いたします。 

なお、記載事項は事実と相違ありません。  

記 

申請理由（研究内容の概略を、本人の自筆で記載してください。） 

 
                                        
 
                                        
 
                                        
 
                                        
 
                                        
 
                                        
 
                                        

 

経済的理由に基づく授業料免除申請の有無（ 有 ・ 無 ） 

休学歴がある場合 年  月～    年  月 休学 

  

 


